
瀬戸市スポーツ推進委員に関する規則の一部を改正する規則をここに公

布する。  

令和３年３月２４日 

瀬戸市教育委員会    

教育長 横 山 彰  

瀬戸市教育委員会規則第４号 

瀬戸市スポーツ推進委員に関する規則の一部を改正する規則  

瀬戸市スポーツ推進委員に関する規則（昭和３８年瀬戸市教育委員会規

則第１号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

附 則 附 則 

３ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 

４ 令和３年４月１日に任命されるスポーツ推進

委員の任期は、第４条第１項の規定にかかわら

ず、令和４年３月３１日までとする。 

 

  

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。  

 

 

 


